
令和 2年 6月 3日 

保護者様 

                                     金 光 藤 蔭 高 等 学 校 

 総務部 奨学金担当 秋山 
 

令和元年度 大阪市奨学費奨学生（返還義務なし）募集要項 
 

 

 

 

資格 

令和 2年 7月 1日現在下記の①～④全ての要件を満たす方 

①  高等学校等に在学する生徒 

 ② 大阪市の区域内に住所がある生徒※大阪市住民基本台帳に登録されている方 

 ③ 市民税非課税世帯に属する生徒 

   又は、児童相談所長が措置を要すると認め都道府県知事(政令指定都市にあって  

  は市長）に報告を行い、都道府県（政令指定都市）による児童福祉法第 27条第１ 

  項第３号の措置のうち、児童養護施設入所者及び里親に委託されている方 

  ただし、生活保護法で、高等学校等就学費の給付を受けている方は対象外です。 

④ 学業が優良で、生活の全般を通じて行いの善良な生徒 

令和元年度末より進級できなかった生徒（原級留置）は、申請できません。 

 

 

 

 

 

 

支給額等 

（１） 大阪市奨学費支給上限額と支給決定    

本奨学費の要件を満たすご家庭は、大阪府「奨学のための給付金」の要件も満たし

ている場合が多いです。（児童福祉施設入所者・里親委託者は除く） 

保護者が大阪府「奨学のための給付金」の支給要件を満たす場合は、大阪府への申

請の有無にかかわらず、府の給付金額を控除した金額が市奨学費の支給上限額になり

ます。このため、大阪府「奨学のための給付金」の対象となる方は、必ず大阪府へ申

請してください。例年は６月下旬に事務室より案内があります。 

→具体的には大阪市奨学費の支給上限額は１学年の生徒で年額 3500円となります。 

（第１子のみ ※裏面①参照） 

（２）支給対象品目 ※裏面②参照 

入学または学校教育に要した費用（授業料を除く。）について支給します。 

授業料・修学旅行積立金を除き、学習に必要な物品等を購入した領収書等を提出し、

教育委員会が認定した金額を支給額の範囲内で支給します。 

※ 領収書等の購入（支払）年月日は、令和 2年 2月 1日から令和 3年 1月 31日まで

のものに限ります。 

※ 学習資金の請求時には、領収書等の証拠書類の提出が必要となりますので、領収

書等を保管しておいてください。領収書は支給が決定された時点で必要になりま

す。 

 

 

 

出願方法 

① 6月 13日（土）までに下の学内申請書を担任に提出する 

          ↓ 

② 担任より「奨学費受給申請書」を受け取る。 

          ↓ 

③ 7月 1日（水）までに添付書類を付けて「奨学費受給申請書」を担任に提出する。 

  ◇同意に基づく税情報取得により、「市民税・府民税証明書」添付が省略できます。 

◇同意はあくまでも任意であり、同意する・しないが選定に影響を与えるもので

はありません。 

 

注意 

① 奨学金は申請したら必ず給付されるとは限りませんことを、御了承頂きますようお

願いします。 

② なお「大阪市奨学費奨学生」は毎年度ごとの申請となっております。 
 

                   切り取り線                    

  

 

             大阪市奨学費奨学生学内申請書  ６月１３日（土）締め切り  
 

                                             担当 秋山までお願いします 

 

  （  ）年（  ）組（  ）番 名前（                  ） 



① 
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